
災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定書 

  

奈良県（以下「甲」という。）と一般社団法人 AZ-COM ネットワーク（以下「乙」という。）

とは、奈良県地域防災計画に基づき、災害が発生した場合（以下「災害時等」という。）にお

ける物資の輸送・荷役等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等において、甲が乙に対し協力を要請する物資の輸送・荷役等の

業務を適正かつ円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 この協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）物資等の輸送力の提供 

 （２）荷役作業 

 （３）物資の調達及び供給 

 （４）物資拠点の提供及び運営 

 （５）前各号に定めるもののほか、甲が必要と認めるもの 

２ 甲は、前項の業務を円滑に実施するため、乙に対して物資の輸送・荷役等に関する専門的

な知識を有する者（以下「連絡調整員」という。）の派遣を要請することができる。 

 

（要請の方法） 

第３条 甲は、乙に対し協力要請を行うときは、協力要請書（別記様式第１号）により要請す

るものとする。ただし、文書により要請するいとまがないときは、電話その他の方法により

要請し、事後において速やかに文書を提出するものとする。 

 

（協力の実施） 

第４条 乙は、甲から要請を受け、これを受諾したときは、物資の輸送や荷役作業等について

速やかに対応するよう努めるものとする。 

２ 前項の規定において、甲は、乙の会員運送事業者と取引先、委託先、加盟店等の関係者と

の契約上の制限または業務上の制約等により乙の会員運送事業者の協力が困難な場合があ

ることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙及び乙の会員運送事業者による物資の輸送や荷役作業等が円滑に行われるよう、

輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支

援、その他の必要な支援に努めるものとする。 

 

（業務の報告） 

第５条 乙は、第３条の規定による要請により業務を実施したときは、速やかに実績報告書

（別記様式第２号）によりその状況を報告するものとする。ただし、文書により報告するい

とまがないときは、電話その他の方法により報告し、事後において速やかに文書を提出する

ものとする。 



 

（経費の負担） 

第６条  第３条の規定により要請を受け実施した物資の輸送・荷役等に要した費用は、甲が負

担する。 

２ 甲が負担する経費の価格は、法令その他で定めがあるものを除き、甲乙協議の上、決定す

るものとする。  

３ 前項の規定により甲が負担する費用の請求及び支払いの方法等については、甲乙協議の

上、別途定めるものとする。 

 

（事故等） 

第７条 乙は、提供した会員の事業用自動車が故障その他の事由により運行を中断したとき 

は、速やかに当該事業用自動車を交換してその運行を継続しなければならない。 

２ 乙は、その事業用自動車の運行に際し事故が発生したときは、甲に対し、速やかにその状 

況を報告しなければならない。 

 

（使用者及び第三者に対する責任）  

第８条 乙は、物資の受入れ及び輸送等に際し、乙の責めに帰する理由により、使用者及び第

三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

 

（損害賠償） 

第９条 甲は、第３条の規定による要請により、乙が供給する事業用自動車が損傷し、又は滅

失したときは、当該車体の損害を補償する。ただし、乙に過失がある場合についてはこの限

りでない。  

 

（災害補償） 

第１０条 甲は、この協定により物資等の緊急輸送の業務に従事した者が、当該業務に従事し

たため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、「災害に際し応急措

置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例（昭和３９年奈良県条例第１４号）」に

定めるところにより、その損害を補償する。ただし、次に掲げる場合を除く。 

（１）業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）業務に従事する者が他の法令により療養その他の給付もしくは補償を受けること 

   ができる場合 

（３）当該事故が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けるこ 

   とができる場合 

 

（機密の保持及び情報提供） 

第１１条 甲及び乙は、本協定に基づく業務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用しては 

ならない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。 

 

（連絡責任者） 



第１２条 甲及び乙は、この協定締結後速やかに連絡責任者を定めるものとする。 

２ 前項の規定により連絡責任者を定めたときは、連絡責任者届（別記様式第３号）により相

互に報告するものとする。連絡責任者に変更があった場合も、同様とする。 

 

（情報の交換及び防災訓練等への参加） 

第１３条 甲及び乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資輸送等についての情報交換を行う

こととする。 

２ 乙は、この協定による協力活動が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練や研修等への参

加に努めるものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和９年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の３０日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない

ときは、更に１年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、別途定めるものとする。 

 

 

 この協定成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 令和８年３月１０日 

              甲 奈良市登大路町３０番地 

                                  奈良県知事    山 下 真 

 

               乙 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

                                  一般社団法人ＡＺ—ＣＯＭネットワーク 

                  理事長     和 佐 見 勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第３条関係） 

 

協 力 要 請 書 

 年  月  日 

（被要請者） 

一般社団法人ＡＺ—ＣＯＭネットワーク理事長 様 

（要請者）奈良県知事  

  

「災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定書」第３条に基づき、下記のとおり要 

請します。 

記 

１ 災害の状況 

 

 

２ 協力の要請内容 

協力を要請する業務 □ 物資等の輸送力の提供 

□ 荷役作業 

□ 物資の調達及び供給 

□ 物資拠点の提供及び運営 

□ 連絡調整員の派遣 

□ その他、甲が必要と認めるもの 

具体的な業務内容  

 

 

 

 

業務の実施場所  

協力の要請期間 年  月  日 ～     年  月  日 

その他の必要事項  

 

 

  

 

 

問い合わせ先 

電 話      －    － 

ＦＡＸ     －    － 

担 当 

 

 



別記様式第２号（第５条関係） 

 

実 績 報 告 書 

 年  月  日 

（要請者） 奈良県知事 様 

 

（被要請者）一般社団法人ＡＺ—ＣＯＭネットワーク理事長  印 

 

「災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定書」第５条に基づき、実施した業務の 

内容を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 業務を実施した期間    年  月  日から   年  月  日まで 

 

２ 業務の実施内容 

事 項 内 容 

配達車両台数  

配車場所  

輸送場所  

荷役作業場所  

荷役作業量  

物資拠点の提供及び運営  

物資拠点に搬入・保管する物資の品目・数量・

保管場所 

 

連絡調整委員の派遣場所  

その他業務  

備 考  

 

 

 

問い合わせ先 

電 話      －    － 

ＦＡＸ     －    － 

担 当 

 

 

 

 

 



別記様式第３号（第１２条関係） 

 

連 絡 責 任 者 届 

【 奈良県 】 

１ 連絡責任者  

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携 帯   

ＦＡＸ   

Ｅ－ｍａｉｌ   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休   日： 

 

【 一般社団法人ＡＺ—ＣＯＭネットワーク 】 

１ 連絡責任者 

役職・氏名  

ＴＥＬ  

携 帯  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項 目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

携 帯   

ＦＡＸ   

Ｅ－ｍａｉｌ   

３ 勤務時間及び休日 

・勤務時間： 

・休   日： 


